
香港における県産農畜産物プロモーシ

ョン業務

企画コンペ実施要領

令和５年８月

鹿児島県農政部農政課

か ご し ま の 食 輸 出 ・ ブ ラ ン ド 戦 略 室



１ 趣旨

この要領は「香港における県産農畜産物プロモーション業務」（以下「本

業務」）において，企画コンペにより，業者を選定するために必要な事項を

定めるものである。

２ 業務概要

⑴ 業務名

香港における県産青果物プロモーション業務

⑵ 業務目的

県産農畜産物の主要な輸出先である香港において，既存の需要に加え，

新たな需要を創出し，県産農畜産物の販路拡大を図るため，現地マーケ

ットの特徴に対応した，飲食店や現地消費者向けのプロモーションを実

施する。

⑶ 業務内容

別紙「仕様書」のとおり

⑷ 履行期限

令和６年３月29日

⑸ 契約上限金額

６，２００千円以内（消費税及び地方消費税含む）

３ 失格事項

次のいずれかに該当する場合は，失格とする。

⑴ 参加資格要件に該当しないことが判明した場合

⑵ 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合

⑶ 企画提案書等に虚偽の記載があった場合

⑷ 見積書記載の金額が契約上限金額を超えた場合

⑸ 会社更生法等の適用を申請する等，契約を履行することが困難と認め

られる状態になった場合

⑹ 審査の公平を害する行為があった場合

⑺ その他企画提案にあたり，著しく信義に反する行為があった場合
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４ 応募スケジュール

項 目 日 程

企画提案募集開始 令和５年８月25日（金）

質問受付期限 令和５年９月１日（金）

質問回答 令和５年９月５日（火）

参加申込書提出期限 令和５年９月７日（木）

企画提案書・企画提案内容調 令和５年９月15日（金）

書，参考見積書提出期限

審査 令和５年９月中～下旬

審査結果通知 令和５年10月上旬（予定）

契約締結 令和５年10月中旬（予定）

※ 事前説明会は開催しない。

※ 提出書類等は全て午後５時必着とする。

５ 企画コンペの手続等

⑴ 質問票の提出

ア 質問方法：本業務に関する質問がある場合は，別添質問票（様式第

１号）により，電子メールで提出すること。（電話で着信確認を行うこ

と。）

イ 提出期限：令和５年９月１日（金）午後５時必着

ウ 回 答：上記期日までに鹿児島県ホームページにおいて公表する。

⑵ 参加申込書，参加資格確認申請書，事業者概要書の提出

ア 提出書類：参加申込書（様式第２号），参加資格確認申請書（様式第

３号），事業者概要書（様式第４号）

イ 提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）

による

ウ 提出期限：令和５年９月７日（木）午後５時必着

エ 参加資格の決定及び通知

参加資格の確認については，参加申込書等の提出期限をもって行う

ものとし，結果（参加資格がないと認めた場合は，その理由も含む）

については，参加申込書に記載のメールアドレス宛に電子メールに

て後日通知する。

なお，参加資格を認めた者であっても，当該確認後に参加資格を

満たさないことが明らかになった場合は，当該参加資格を取り消す

ものとする。
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⑶ 企画提案書及び企画提案内容調書，参考見積書の提出

ア 提出書類（白黒印刷，カラー印刷は問わない）

・企画提案書（様式第５号）及び企画提案内容調書（任意），参考見積

書（任意）を作成の上，提出すること。

・提出書類については，Ａ４判とすること。なお，指定の様式（様式

第１号～第５号）以外は，縦でも横でも構わない。

・提出した企画提案書等の差替え，再提出は認めない。なお，鹿児島

県が必要と認めるときは，追加の資料提出を求めることがある。

・参考見積書は，本業務の仕様書及び企画提案書等に記載した内容を

踏まえ，業務を実施するために必要な全ての経費を算出し作成する

こと。（積算内訳も明示すること。）なお，正式な見積書については，

企画コンペの結果を踏まえ，最も優れた企画を提案した応募者に改

めて依頼する。

イ 提出期限：令和５年９月15日（金）午後５時必着

６ 審査方法等

⑴ 企画提案の審査は，委託業者の選定を行うために設置する審査会にお

いて行うものとし，提出された企画提案書等の内容について，審査項目

及び評価の視点（別表２）により，総合的に評価して得られた総合評価

点数が最も高い業者を最優秀提案者とする。

⑵ 審査は，原則，書類審査方式とするが，後日，企画提案内容について，

個別にヒアリングを行うことがある。

⑶ 審査基準の下限の点数を１者も満たさない場合には，採用者なしとす

る。

なお，企画提案者が１者の場合も審査を行うものとする。

⑷ 審査の結果は，決定後速やかに提案者に通知する。

なお，審査結果の内容に対する異議申立ては受け付けない。

７ 契約の締結

⑴ 上記により最優秀提案者となった者を委託先候補とし，詳細な業務の

内容や契約条件を定めた仕様書について鹿児島県と協議・合意した後に

委託契約を締結する。

⑵ 前項の交渉が不成立の場合には，順次，次点以下の提案者と交渉を行

い，委託契約を締結する。
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⑶ 本業務の委託契約は，鹿児島県の契約書式により契約書を作成するも

のとする。

契約に当たっては，契約書を２通作成し，各１通を保有する。

⑷ 前金払は委託契約金額の30％以内（ただし，契約相手方から前金の請

求があった場合）の範囲で支払うことができるものとする。

ただし，部分払は行わない。

８ その他留意事項

⑴ 企画提案書等の作成に使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通

貨とする。

⑵ 企画提案書等の作成及び提出に関する費用は，提案者の負担とする。

なお，提出された企画提案書等は返却しない。

⑶ 採択された企画提案書等の著作権は鹿児島県に帰属するものとする。

⑷ 委託契約に係る業務の全部を第三者に委託してはならない。

⑸ 審査の過程や結果については，鹿児島県情報公開条例（平成12年条例

第113 号）に基づき，非公開情報を除いて，情報公開の対象となる。

⑹ 天災地変その他やむを得ない理由により，業務の全部又は一部を発注

できない場合がある。

９ 担当部署（提出先及び問い合わせ先）

鹿児島県農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10 番１号

電話：099-286-3093（直通） FAX：099-286-5587

E-mail：yusyutsu@pref.kagoshima.lg.jp
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仕 様 書 
 
 
１ 委託業務名 
  香港における県産農畜産物プロモーション業務 
 
２ 目 的 
  県産農畜産物の主要な輸出先である香港において，既存の需要に加え，新たな需要

を創出し，県産農畜産物の販路拡大を図るため，現地マーケットの特徴に対応した，

飲食店や現地消費者向けのプロモーションを実施する。 
 
３ 履行期限 
  令和６年３月２９日（金） 
 
４ 対象品目 
  さつまいも，きんかん及び「KAGOSHIMA WAGYU」 

 
５ 対象国・地域 
  香港 
 
６ 参加資格要件 
  次に掲げる項目を全て満たす者とする。 
（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当し

ない者 

（２）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更

生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立てがなされていない者 

（３）鹿児島県から指名停止措置を受けていない者 

（４）鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成 23 年生文第 197 号） 

第３条の暴力団排除措置の対象となる法人等に該当しない者 

（５）都道府県税，消費税及び地方消費税を滞納していない者 
（６）国又は地方公共団体から受注した同種又は類似の業務実績を有している者 
 
７ 業務内容 

（１）現地飲食店等向けの試食プロモーションの実施 

以下の内容を標準とし，現地の社会情勢，食習慣等を勘案の上，販路拡大に向け

た県産農畜産物に係る以下の取組を実施すること。 

・現地飲食店やレストランバイヤー等を対象に，対象品目を使用した特別メニュー

による新たな食べ方提案を行うなど，販路拡大に資する取組を行うこと。 
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・なお，効果的なプロモーションとなるよう対象品目以外の県産品を使用しても構

わない。 

・プロモーションの実施に当たっては，対象品目を中心とした使用品目について，

参加者からの評価やアドバイス等を整理し，県へフィードバックするともに，今

後の販路拡大及び効果的なＰＲに資するような取組の提案を行うこと。 

   （プロモーションの概要） 

   ア 回  数：１回以上  

   イ 場  所：香港の飲食店等 

   ウ 参 加 者：現地飲食店関係者又はレストランバイヤー等５社以上 

 

 （２）ＳＮＳインフルエンサー及びメディア向けの試食プロモーションの実施 

    以下の内容を標準とし，県産農畜産物の認知度向上に向けた以下の取組を実施

すること。 

   ・現地における認知度向上を図るため，７（１）の取組と連携し，香港ＳＮＳイン

フルエンサー，ブロガー等及びメディア向けの試食プロモーションを行うこと。 

   ・プロモーションの実施に当たっては，対象品目を中心とした使用品目について，

参加者からの評価及びアドバイス等並びに各種媒体を通じた現地の反応を県へ

フィードバックすること。 

  （プロモーションの概要） 

   ア 回  数：１回以上 

   イ 場  所：香港の飲食店等 

   ウ 参 加 者：香港ＳＮＳインフルエンサー２者以上，香港メディア３者以上 

 

８ 成果報告 
  業務終了後は，７の（１）（２）についての実績及び成果等を内容とする委託業務実

施報告書を提出すること。 
 
９ 留意事項 
（１）本業務で作成したコンテンツに係る一切の権利は，鹿児島県に帰属するものとす

る。 
（２）本業務に関し，第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合，当

該紛争の原因が専ら委託者の責めに帰す場合を除き，受託者は自らの負担と責任に

おいて一切を処理すること。 
 
10 その他 

（１）受託者は委託者と協議の上業務を進めること。 
（２）鹿児島県は、事業の目的を達成するため、受託者に必要な指示を与えるものとし、

受託者はこの指示に従うこと。 
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（３）本仕様書で定めた事項に関して疑義が生じたとき，または定めのない事項で業務

に必要な事項は，鹿児島県と協議して定めるものとする。 
（４）本仕様書は業務の概要を示すものであり，業務内容の詳細については，委託者と

受託者との協議により決定する。 
（５）受託者は、本事業に関して知り得た業務上の秘密について，外部に漏らさないこ

と。また、契約期間終了後も同様とすること。 
（６）本事業により知り得た情報（個人情報を含む。）について，本事業の目的以外の使

用及びその情報を外部に漏らしてはならない。 
（７）委託者は，受託者が本仕様書に定める内容に反した場合には，委託料の一部また

は全部を返還させることができるものとする。 
（８）本事業に係る一切の書類は５年間保存すること。 
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別表１ 提出書類  

  

提出書類  記載内容  
提 出 

部 数  

質問票  様式第１号  質問事項について，簡潔に記載すること。  １部  

参加申込書  様式第２号  
代表者名を記入し，代表者印を捺印の上，提出する

こと。  
１部  

参加資格確

認申請書  様式第３号  
代表者名を記入し，代表者印を捺印の上，提出する

こと。  
１部  

事業者概要

書  
様式第４号  主要業務等について，簡潔に記載すること。  １部  

企画提案書  様式第５号  
代表者名を記入し，代表者印を捺印の上，提出する

こと。  
１部  

企画提案内

容調書  

様式第６号

（参考）  

 

提案内容について簡潔に記載すること。 

 

７部  

参考見積書

及び見積内

訳書  

様式任意  

・ 本業務の仕様書及び企画提案内容調書等に記載

した内容を踏まえ，必要な経費を算出し記載するこ

と。（積算内訳も明示すること。）  

・ 契約時に再度，見積書の提出を求める。  

１部  

  

※ 様式第６号は参考とするが，提出書類については，各様式記載の内容を満たすものとする。  

※ 様式第６号の提出部数の内訳は，正本１部（商号又は名称入り），副本６部（商号又は名称

なし）とする。  

※ 様式第６号はページ番号を通しで付し，Ａ４縦，左綴じ（２穴）で出力（両面印刷可）したもの

を，各部ごとにクリップ等の留め具（ホチキス不可）で綴じて提出する。  
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（別表２）

香港における県産農畜産物プロモーション業務 審査項目及び評価の視点

審査項目 評価の視点 配点

全体方針 ・業務の趣旨を十分理解し，目的と合致し １０点

た提案となっているか

業務内容 ・コンセプトや内容，ターゲットが明確で

分かりやすく説明されており，高い効果 ３０点

が見込まれるか

・現地の消費動向やマーケットの特徴を踏

まえた効果的かつ戦略的な取組内容とな

っているか

・飲食店・レストラン向けの新たな販路拡

大が期待できる効果的な取組が提案され

ているか

・現地において，県産農畜産物の魅力を効

果的にＰＲできるインフルエンサーやメ

ディアの選定となっているか

・プロモーション後も継続した取組となる

ような手法が提案されているか

業務実績 ・本業務を遂行するために必要な知識・

専門性を有しているか ２０点

・香港において，過去に類似の業務で良好

な実績を挙げているか，同等の成果が期

待できるか

効果測定 ・本プロモーションによる効果が客観的か １０点

つ具体的な数値等で示されているか

業務実施体制 ・提案内容を確実に実施できる体制が確立 １０点

されているか

業務実施スケジ ・本業務の実施手順，実施スケジュールは １０点

ュール 妥当か

提案価格 ・提案内容に対する積算金額は妥当か １０点

・経費内訳は明確かつ適切に記載されてい

るか

合 計 １００点
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